
新型コロナウィルス感染症の影響による資格更新時の取扱いについて 

 

新型コロナウィルス感染症の影響による資格更新に必要な CPD ﾎﾟｲﾝﾄ等については、特例とし

て次の１及び２のとおりといたします。その他の資格更新に係る留意事項は通常の資格更新と

同じです。 

 

１． 対象者及び資格更新に必要な CPD ﾎﾟｲﾝﾄについて 

（１）対象者 

  「Ａ」：地籍調査管理技術者、地籍調査担い手技術者 

       対象者：Ｈ２９～Ｒ２登録・更新者（Ｒ４～７更新者（５月）） 

  「Ｂ」：地籍総合技術監理者 

       対象者：Ｈ３０～Ｒ１登録者（Ｒ５～６更新者（１１月）） 
 

Ｈ29  Ｈ30  Ｒ１  Ｒ２  Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７   

「Ａ」・・・・・・・・・・・・・・・ 更新 

「Ａ」・・・・・・・・・・・・・・・ 更新 

「Ａ」・・・・・・・・・・・・・・・ 更新 

「Ａ」・・・・・・・・・・・・・・・更新 

「Ｂ」・・・・・・・・・・・・・・・ 更新 

「Ｂ」・・・・・・・・・・・・・・・ 更新 

 

（２）資格更新に必要な CPD ﾎﾟｲﾝﾄ 

本来の更新に必要な CPD ﾎﾟｲﾝﾄは下記「本来」のとおりですが、今回の更新に必要な CPD

ﾎﾟｲﾝﾄは下記「軽減」のとおりです。 

区分 換算年数 更新ﾎﾟｲﾝﾄ うち協会 次回更新時ﾎﾟｲﾝﾄ うち協会 

「Ａ」：地籍調査管理技術者、地籍調査担い手技術者 

本来 ５年 ３０ ２０ 最大 最小 最大 最小 

軽減 ４／５年 ２４ １６ ５４ ２４ ３６ １６ 

「Ｂ」：地籍総合技術監理者 

本来 ５年 ４０ ２０     

軽減 ４／５年 ３２ １６ ７２ ３２ ３６ １６ 
 

 

２． CPD ﾎﾟｲﾝﾄ（以下「ﾎﾟｲﾝﾄ」）の取得に不足であった場合等の取扱いについて 

（１） 今回の取得ﾎﾟｲﾝﾄに不足があった場合も更新を認めます。 

ただし、その不足分は、次回更新時に次回分の本来のﾎﾟｲﾝﾄに加算して申請していただき

ます。また、今回の軽減ﾎﾟｲﾝﾄ以上に取得された方は、本来のﾎﾟｲﾝﾄまでの分を上限として今

回の取得ﾎﾟｲﾝﾄとの差分を次回更新時に減算して申請可とします。 

（２）次回の更新においては、更新に必要なﾎﾟｲﾝﾄ（過不足分ﾎﾟｲﾝﾄを含む）を取得するまで更

新は認められません。 

 

【参考】次回更新時ﾎﾟｲﾝﾄの計算方法について 

１．計算方法 



①今回更新に必要なﾎﾟｲﾝﾄ － ②今回取得ﾎﾟｲﾝﾄ ＋ ③本来更新に必要な次回分のﾎﾟｲﾝﾄ 

  ＝④次回更新時ﾎﾟｲﾝﾄ 

◆ 地籍調査管理技術者、地籍調査担い手技術者 

①（２４（協会１６））－ ②（  （協会  ））＋ ③（３０（協会２０）） 

＝ ④（  （協会  ）） 

■ 地籍総合技術監理者 

①（３２（協会１６））－ ②（  （協会  ））＋ ③（４０（協会２０）） 

＝ ④（  （協会  ）） 

２．留意事項 

（１）②今回取得ﾎﾟｲﾝﾄについて 

測量 CPD 学習履歴証明書の（合計ﾎﾟｲﾝﾄ（左記のうち当協会ﾎﾟｲﾝﾄ） 

ア．測量 CPD を取得していない又は測量系 CPD 協議会に受講証明書等のﾎﾟｲﾝﾄを登録して

いない場合など測量 CPD 学習履歴証明書を未提出の場合 

◆ 地籍調査管理技術者、地籍調査担い手技術者 

①（２４（協会１６））－ ②（０（協会０））＋ ③（３０（協会２０）） 

＝ ④（５４（協会３６）） 

■ 地籍総合技術監理者 

①（３２（協会１６））－ ②（０（協会０））＋ ③（４０（協会２０）） 

＝ ④（７２（協会３６）） 

イ．②今回取得ﾎﾟｲﾝﾄが本来更新に必要なﾎﾟｲﾝﾄ以上（以下、「本来ﾎﾟｲﾝﾄ」）であった場合、

本来ﾎﾟｲﾝﾄが上限のため、本来ﾎﾟｲﾝﾄに置き換えて計算。 

例えば、②今回取得ﾎﾟｲﾝﾄが（４５（協会３５））の場合、 

◆ 地籍調査管理技術者、地籍調査担い手技術者 

①（２４（協会１６））－ ②（３０（協会２０））＋ ③（３０（協会２０）） 

＝ ④（２４（協会１６））  

■ 地籍総合技術監理者 

①（３２（協会１６））－ ②（４０（協会２０））＋ ③（４０（協会２０）） 

＝ ④（３２（協会１６）） 

（２）④次回更新時ﾎﾟｲﾝﾄについて 

計算上、協会ﾎﾟｲﾝﾄが全体ﾎﾟｲﾝﾄ以上となる場合がありますが、協会ﾎﾟｲﾝﾄは全体ﾎﾟｲﾝﾄの

内数のため、全体ﾎﾟｲﾝﾄを協会ﾎﾟｲﾝﾄと同数に置き換える。  

◆ 地籍調査管理技術者、地籍調査担い手技術者（協会ﾎﾟｲﾝﾄ１１以下の場合） 

①（２４（協会１６））－ ②（３０（協会９））＋ ③（３０（協会２０）） 

＝ ④（２７（協会２７）） ← ④（２４（協会２７））を修正 

■ 地籍総合技術監理者（協会ﾎﾟｲﾝﾄ「３以下」の場合） 

①（３２（協会１６））－ ②（４０（協会３））＋ ③（４０（協会２０）） 

＝ ④（３３（協会３３）） ← ④（３２（協会３３））を修正 


